
手
しゅ

話
わ

は「言
げん

語
ご

」です。

■ 想
おも

いで広
ひろ

げよう 心
こころ

のバリアフリー

阿
あ

南
なん

市
し

では、手
しゅ

話
わ

や意
い し

思疎
そ

通
つう

手
しゅ

段
だん

の普
ふ

及
きゅう

に加
くわ

えて、「心
こころ

のバリアフリー」の推
すいしん

進にも力
ちから

を入
い

れていきます。
「心

こころ

のバリアフリー」とは、困
こま

っている方
かた

にやさしく声
こえ

をかける、
必
ひつ

要
よう

な配
はい

慮
りょ

をするなど、思
おも

いやりのある行
こうどう

動を日
にち

常
じょう

の中
なか

で実
じっせん

践
することです。条

じょう

例
れい

の理
り

念
ねん

を身
み

近
ぢか

に体
たいげん

現することで、障
しょう

がいの
ある人

ひと

もない人
ひと

も、誰
だれ

もが過
す

ごしやすい地
ち

域
いき

社
しゃ

会
かい

が生
う

まれます。

※これらは一
いち

例
れい

です。このほかにもさまざまなシンボルマークがあります。

■ 知
し

っていますか？ 心
こころ

のバリアフリーとシンボルマーク

日
にち

常
じょう

生
せいかつ

活の中
なか

には、支
し

援
えん

や配
はい

慮
りょ

が必
ひつよう

要な方
かた

を示
しめ

す「シンボルマーク」があります。これらを知
し

り、
理
り

解
かい

を深
ふか

めることも「心
こころ

のバリアフリー」の大
たいせつ

切な一
いっ

歩
ぽ

です。
これらのマークを見

み

かけた際
さい

は、やさしく接
せっ

し、必
ひつよう

要に応
おう

じた配
はい

慮
りょ

をお願
ねが

いします。

障
しょう

害
がい

者
しゃ

のための国
こく

際
さい

シンボルマーク

車
くるま

いす使
し よう しゃ

用者に限
かぎ

らず、障
しょう

がいの
ある全

すべ

ての人
ひと

が利
り  よ う

用できる建
たて もの

物や
施
し  せ つ

設を示
しめ

す世
せ  か い

界共
きょう つう

通マークです。

視
し

覚
かく

障
しょう

害
がい

者
しゃ

のための国
こく

際
さい

シンボルマーク

視
し

覚
かく

に障
しょう

がいのある人
ひと

のための世
せ

界
かい

共
きょう

通
つう

マークです。視
し

覚
かく

に障
しょう

がい
のある人

ひと

が利
り

用
よう

する機
き

器
き

などに表
ひょう

示
じ

されています。

身
しん

体
たい

障
しょう

害
がい

者
しゃ

標
ひょう

識
しき

身
しん

体
たい

に障
しょう

がいのある人
ひと

が運
うん

転
てん

して
いることを周

しゅう

囲
い

に知らせ、配
はい

慮
りょ

を
促
うなが

すためのマークです。

聴
ちょう

覚
かく

障
しょう

害
がい

者
しゃ

標
ひょう

識
しき

聴
ちょう

覚
かく

に障
しょう

がいのある人
ひと

が運
うん

転
てん

し
ていることを周

しゅう

囲
い

に知
し

らせ、配
はい

慮
りょ

を促
うなが

すためのマークです。

ほじょ犬
けん

マーク

盲
もう

導
どう

犬
けん

・介
かい

助
じょ

犬
けん

・聴
ちょう

導
どう

犬
けん

といった
身
しん

体
たい

障
しょう

害
がい

者
しゃ

補
ほ

助
じょ

犬
けん

の同
どう

伴
はん

受
う

け入
い

れ
を促

そく

進
しん

するために作
つく

られたマーク
です。

ハート・プラスマーク

内
ない

部
ぶ

障
しょう

がいや難
なん

病
びょう

など、外
がい

見
けん

か
らはわかりにくい障

しょう

がいのある
人
ひと

が支
し

援
えん

や配
はい

慮
りょ

を必
ひつ

要
よう

としてい
ることを示

しめ

すマークです。

耳
みみ

マーク

聴
ちょう

覚
かく

に障
しょう

がいがあることを示
しめ

し、
聞
き

こえない人
ひと

・聞
き

こえにくい人
ひと

へ
の配

はい

慮
りょ

や理
り

解
かい

を求
もと

めるためのマー
クです。

手
しゅ

話
わ

マーク

手
しゅ

話
わ

によるコミュニケーション
が必

ひつ

要
よう

・可
か

能
のう

であることを示す
ためのシンボルマークです。

問
と

い合
あ

わせ　地
ち いき

域共
きょう せい

生推
すい

進
しん

課
か

　☎ 22 − 3440

■ 阿
あ

南
なん

市
し

がめざすこれからのまちづくり

１ 手
しゅ

話
わ

や意
い し

思疎
そ

通
つう

支
し

援
えん

の普
ふ

及
きゅう

啓
けい

発
はつ

パネル展
てん

や講
こう

演
えん

会
かい

、広
こう

報
ほう

媒
ばい

体
たい

を活
かつ

用
よう

し、手
しゅ

話
わ

や要
ようやく

約筆
ひっ

記
き

や筆
ひつだん

談、点
てん

字
じ

、音
おんやく

訳、ICT など多
た

様
よう

な意
い し

思
疎
そ

通
つう

手
しゅ

段
だん

の重
じゅう

要
よう

性
せい

を広
ひろ

く市
し

民
みん

の皆
みな

さまに伝
つた

えます。

２ 学
まな

びの機
き

会
かい

の充
じゅう

実
じつ

学
がっ

校
こう

教
きょう

育
いく

への導
どう

入
にゅう

や市
し

民
みん

向
む

け講
こう

座
ざ

を通
つう

じて、こどもから大
お と な

人までが手
しゅ

話
わ

と意
い し

思疎
そ

通
つう

支
し

援
えん

について
学
まな

べる環
かん

境
きょう

を整
ととの

えます。

３ 相
そうだん

談窓
まどぐち

口と支
し

援
えん

体
たいせい

制の整
せい

備
び

専
せん

門
もん

職
しょく

による相
そうだん

談支
し

援
えん

体
たいせい

制の強
きょう

化
か

や手
しゅ

話
わ

通
つうやく

訳・要
ようやく

約筆
ひっ

記
き

者
しゃ

の派
は

遣
けん

など、誰
だれ

もが安
あんしん

心して相
そうだん

談でき
る支

し

援
えん

体
たいせい

制をつくります。

４ 地
ち

域
いき

と事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

の協
きょう

力
りょく

促
そくしん

進

事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

向
む

けの研
けん

修
しゅう

や店
てん

舗
ぽ

・公
こう

共
きょう

施
し

設
せつ

での手
しゅ

話
わ

・ピクトグラム等
とう

の活
かつ

用
よう

を通
つう

じ、地
ち

域
いき

ぐるみで支
し

援
えん

の輪
わ

を広
ひろ

げます。

手
しゅ

話
わ

は、ただのジェスチャーではありません。
日
に

本
ほん

語
ご

と異
こと

なる文
ぶん

法
ぽう

・単
たん

語
ご

を持
も

つ「言
げん

語
ご

」の１つです。

阿
あ

南
なん

市
し

では、すべての人
ひと

が互
たが

いに尊
そん

重
ちょう

し、支
ささ

え合
あ

う「共
きょう

生
せい

社
しゃ

会
かい

」の実
じつ

現
げん

をめざし、令
れい

和
わ

７年
ねん

４月
がつ

１日
にち

に
「阿

あ

南
なん

市
し

手
しゅ

話
わ

言
げん

語
ご

の普
ふ

及
きゅう

・障
しょう

がいの特
とく

性
せい

に応
おう

じた意
い

思
し

疎
そ

通
つう

手
しゅ

段
だん

の利
り

用
よう

の促
そく

進
しん

に関
かん

する条
じょう

例
れい

」を施
し

行
こう

しました。この条
じょう

例
れい

は、手
しゅ

話
わ

の普
ふ

及
きゅう

とともに、要
よう

約
やく

筆
ひっ

記
き

や筆
ひつ

談
だん

、点
てん

字
じ

、音
おん

訳
やく

、ICTなど多
た

様
よう

な意
い

思
し

疎
そ

通
つう

手
しゅ

段
だん

を誰
だれ

もが選
えら

び、使
つか

える環
かん

境
きょう

づくりを進
すす

めるためのものです。

手
しゅ

話
わ

を知
し

り、コミュニケーションの輪
わ

を広
ひろ

げることは、
豊
ゆた

かな地
ち

域
いき

共
きょう

生
せい

社
しゃ

会
かい

の第
だい

一
いっ

歩
ぽ

となります。

※ 心
こころ

のバリアフリーの配
はい

慮
りょ

として４～７ページの特
とく

集
しゅう

には文
ぶん

章
しょう

に一
いち

部
ぶ

ルビを振
ふ

っています。
※６～７ページに条

じょう

例
れい

の全
ぜん

文
ぶん

を掲
けい

載
さい

しています。

手
しゅ

話
わ

は「言
げん

語
ご

」です。

▼ 誰
だれ

も が安
あん

心
しん

し て暮
く

らせる阿
あ

南
なん

市
し

へ

手
しゅ

話
わ

＝言
げん

語
ご

とは？
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　全ての市民が、障がいの有無にかかわらず、かけがえのない個人として尊重され、社会、経済、文化そ
の他あらゆる分野の活動に参加し、さまざまな人との出会いと交流を持ち、心豊かに安心して暮らすため
には、お互いの考えや気持ちを伝え合い、理解し合うことが大切である。
　言語は、人々が交流し、情報を伝え、お互いの感情を理解し合う意思疎通を図るための手段であり、生
きていく上で欠くことのできないものである。
　障害者の権利に関する条約（平成26年条約第１号）及び障害者基本法（昭和45年法律第84号）では、
手話が言語として位置づけられ、さらに同法においては、全て障がい者は、可能な限り、言語（手話を含む。）
その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のため
の手段についての選択の機会の拡大が図られることが求められている。
　これまで、障がいのある人は、手話、要約筆記、点字、音訳、絵図など、それぞれの障がいの特性に応
じた手段により意思疎通を図ってきたが、現在の社会は、いまだこれを受容し、利用する環境が十分に整っ
ているとは言えず、日常生活や社会生活において多くの不便や不安を感じながら暮らしている。
　こうした状況を踏まえ、阿南市は、手話が言語であることの理解の普及及び障がいの特性に応じた意思
疎通手段の利用の促進を図ることにより、社会的障壁を取り除き、障がいの有無にかかわらず、全ての市民
が相互に人格と個性を尊重しながら支え合い、共に生きる地域社会の実現をめざして、この条例を制定する。
　（目的）
第１条　この条例は、手話が言語であるとの認識の下、手話が言語であることの理解の普及及び障がいの
特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役
割を明らかにするとともに、市の施策を総合的に推進するための基本的な事項を定めることにより、障
がいの有無にかかわらず、全ての市民が相互に人格と個性を尊重しながら支え合い、共に生きる地域社
会の実現に寄与することを目的とする。
　（定義）
第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑴　手話言語の普及　手話が言語の一つであることの理解を普及することをいう。
⑵　意思疎通手段　言語、文字の表示、点字、触覚を使った意思疎通、拡大文字、利用しやすいマルチ
メディア並びに筆記、音声、平易な言葉、朗読その他の補助的及び代替的な意思疎通の形態、手段及
び様式（利用しやすい情報通信機器を含む。）その他の障がいのある人が他者との意思疎通を図るた
めの手段をいう。
⑶　障がいのある人　身体障がい、知的障がい、精神障がい（発達障がいを含む。）その他の心身の機
能の障がい（以下「障がい」と総称する。）のある者であって、障がい及び社会的障壁により継続的
に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
⑷　社会的障壁　障がいのある人にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会にお
ける事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
⑸　合理的配慮　障がいのある人の社会的障壁を取り除くことが必要とされる場合に、可能な範囲で最
大限提供されるべき配慮をいう。

　（基本理念）
第３条　手話言語の普及及び障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進は、障がいの有無にかかわ
らず、全ての市民が相互に人格と個性を尊重しながら支え合うことが重要であるとの認識の下に行わな
ければならない。
２　手話言語の普及は、手話が独自の文法体系を有する言語であって、手話を使い日常生活又は社会生活
を営む者が受け継いできた文化的所産であるとの認識の下に行わなければならない。
３　障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進は、全ての市民及び事業者が、障がいの特性に応じ
た意思疎通手段を障がいのある人自らが選択し、及び利用できることの重要性を理解するとともに、そ
の選択の機会の確保及び利用の機会の拡大が図られることを基本として行わなければならない。
　（市の責務）
第４条　市は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、手話言語の普及及び障がいの
特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
　（市民の役割）
第５条　市民は、基本理念に対する理解を深めるとともに、市が実施する手話言語の普及及び障がいの特
性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
　（事業者の役割）
第６条　事業者は、基本理念に対する理解を深めるとともに、事業活動を行うに当たっては、市が実施す
る手話言語の普及及び障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する施策に協力するよう努
めるものとする。
２　事業者は、障がいの特性に応じた意思疎通手段の活用により、障がいのある人が利用しやすいサービ
スの提供及び障がいのある人が働きやすい環境の整備等の合理的配慮を行うよう努めるものとする。
　（施策の策定及び推進）
第７条　市は、障害者基本法第11条第３項に規定する市町村障害者計画において、手話言語の普及及び
障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する基本的施策について定め、これを総合的かつ
計画的に推進するものとする。
２　市は、前項の基本的施策の策定及び推進に当たっては、障がいのある人その他関係者の意見を聴き、
その意見を尊重するよう努めるものとする。
　（啓発及び学習の機会の確保）
第８条　市は、市民が手話言語の普及及び障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進を図るため、
関係機関と協力し、必要な啓発及び学習の機会の確保に努めるものとする。
　（学校教育における取組）
第９条　障がいのある児童又は生徒（以下「障がいのある児童生徒」という。）が通学する学校の設置者は、
障がいのある児童生徒が障がいの特性に応じた意思疎通手段を用いた学習ができる環境の整備に努める
とともに、当該学校の教職員の障がいの特性に応じた意思疎通手段に関する知識及び技能を向上させる
ために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
　（調査の実施）
第10条　市は、手話言語の普及及び障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する施策の策定
及び実施に必要な情報の収集等の調査を行うよう努めるものとする。
　（財政上の措置）
第11条　市は、手話言語の普及及び障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する施策を推進
するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
　　　附　則
　この条例は、令和７年４月１日から施行する。

阿
あ

南
なん

市
し

手
しゅ

話
わ

言
げん

語
ご

の普
ふ

及
きゅう

・障
しょう

がいの特
とく

性
せい

に応
おう

じた意
い

思
し

疎
そ

通
つう

手
しゅ

段
だん

の利
り

用
よう

の促
そく

進
しん

に関
かん

する条
じょう

例
れい

（全
ぜん

文
ぶん

） 手
しゅ

話
わ

は「言
げん

語
ご

」です。
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